
月 巡　回　指　導　等 安　全　対　策　会　議　等

４

Ⅰ

Ⅱ

業務前、業務後の対面点呼の確実な実施

後突事故防止

○
○

○
○
〇

対面点呼でアルコール検知結果、健康状態及び運転免許証を目視で確認する。
業務前、業務後の対面点呼直前にアルコール検知を実施する。

「安全ハンドブック」等を活用した事故防止を指導する。
乗車・バック手順（下車確認）に従った各項目の安全確認を指導すること。
ホームへ接車する際は、周囲に誘導を求め、電子ホイッスルを使用しバック事故を根絶する。

○ 事業用自動車を運転する場合の心構え
貨物を安全、確実に輸送することが社会的使命であることを認識させる。
事業用自動車による交通事故が社会に与える影響の大きさ及び他の車両の模範であるべきこと が
使命であることを認識させる。

〇店所巡回
〇運転事故発生店所

○ 安全衛生委員会

 

５

Ⅰ

Ⅱ

高速道路の事故防止

日常点検の確実な実施

○
○

○
○

安全な走行速度、車間距離の保持、路肩停止車両に注意するよう指導する。
運転日報からの速度・連続運転・休憩時間の取得等を確認し指導する。

タイヤの磨耗、ナットの緩み、灯火類等に異常の有無を点検させる。
点検結果の記録と整備必要箇所を確認し修理する。

○ 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
貨物自動車運送事業法、道路交通法及び道路運送車両法に基づき事業用自動車運転者が遵守すべき
事項を理解させる。
規定に基づく日常点検の実施及び適切な運転姿勢での運転の重要性を理解させ、それを怠ったこと
による事故が発生した際に事業者及び運転者が受ける罰則、処分及び措置及び交通事故が加害者等
に与える心理的影響を説明することに より確認させる

○ 店所巡回 ○ 安全衛生委員会

６

Ⅰ

Ⅱ

雨天時の事故防止

単独事故防止

○

○
○

雨天時の安全走行指導(速度ダウン、車間距離保持、視界・路面状態に応じた運転)

指差呼称の徹底と検証の実施。
トラックの特性（車両の高さ・幅・長さ・死角等）を理解させる。

○ 事業用自動車の構造上の特性
トラックの車高、視野、死角、内輪差及び制動距離等が他の車両と異なること及び運搬中貨物が事
業用自動車の運転に与える影響を確認させる。
トレーラを運転する際に留意すべき事項及び貨物の特性を理解した運転を理解させる。
 コンテナを運搬する事業者にあってはコンテナロックの重要性を理解させると ともにロック不備
に起因する交通事故の事例の説明と構造上の理解させる指導の徹底する。

○ 店所巡回

○ 運転事故多発店所重点指導

〇 グループ安全統括管理者会議
〇安全衛生委員会

７

Ⅰ

Ⅱ

新人乗務員に対する指導教育

追突事故防止

○
○

○
○

実車を用いてトラック構造上の特性（オーバハング・内輪差等）を指導する。
単独乗務許可は添乗指導実施要領に基づき厳格に審査すること。

前方を注視し運転に集中させる。（地図・伝票等を見ない、喫煙しないよう指導）
走行速度に応じた、安全な車間距離を保持するよう指導する。

○ 貨物の正しい積載方法
偏荷重が生じない積載方法、荷崩れしない貨物の固縛方法。
偏荷重が生じている場合の不安定停止、遠心力による傾き等を理解させる。
軸重違反を防止するための積載方法を理解させる。

○ 店所巡回 〇安全衛生委員会

８

Ⅰ

Ⅱ

過労運転の防止（自主健康管理を指導）

過積載運行の厳禁

○

○
○
〇

対面点呼により健康状態を確実に確認する。

法令遵守による安全な運行を確保する。
過積載運行の危険性を熟知させ、運行管理を徹底する。
点呼執行者による配達ヘッダー・発送ヘッダーへの捺印

○ 過積載の危険性
過積載に起因する交通事故の実例を説明し、過積載が制動距離及び安定性等に与える影響を理解さ
せる。
法令に基づき荷主が遵守すべき事項、運転者及び事業者が受ける過積載に対する罰則、 処分を理
解させるとともに事業者、運転者や荷主に対する処分についても理解させる。

〇 夏季一斉点検（運行）

９

Ⅰ

Ⅱ

日没時の安全走行

交差点事故防止

○
○

○
○

早めの前照灯点灯と安全速度での走行を指導する。
夕暮れ時の歩行者（高齢者・子供）、自転車に注意することを指導する。

見通しの悪い、無信号交差点での一時停止、徐行を指導する。
右・左折時の徐行を実践させ、安全確認を徹底させる。

○ 危険物を運搬する場合に留意すべき事項
消防法等の規制法令に基づき運搬する危険物の性状を理解させ、運搬中に 危険物が飛散又は漏え
いした場合の安全確保のため取るべき方法を指導する。
該当する事業者にあってはタンクローリーを運転する際に留意すべき事項を指導する。
危険物に該当する貨物および運搬前の安全確認について理解させる。

〇店所巡回 〇安全衛生委員会　　　　　　　　　

１０

Ⅰ

Ⅱ

飲酒・無免許運転の防止

後突事故防止

○
○

○
○

点呼前におけるアルコール検知の確実な実施と仮眠室の点検を徹底する。
運転免許証の有効期限を確実に確認する。

「安全ハンドブック」等を活用した事故防止を指導する。
乗車・バック手順に従った各項目の安全確認を指導すること。

○ 適切な運行経路及び当該経路における道路及び交通の状況
あらかじめ通行する道路、交通状況を把握させ、安全運転するために留意すべき事項を指導し、ヒ
ヤリ・ハット体験を説明し理解させる。

〇店所巡回 〇安全衛生委員会

１１

Ⅰ

Ⅱ

高速道路の安全走行

単独事故防止

○
○

○

○
○

デジタコ、ドライブレコーダーによる連続運転時間、運転離脱時間の確認と指導の徹底
高速道路安全運転５則（安全速度守る・車間距離保持・割込み禁止・脇見をしない・路肩走行しな
い）を遵守させる。
デジタコ記録紙（運行表）からの速度・連続運転・休憩時間の取得等を確認し指導する。

指差呼称の徹底と検証の実施。
トラックの特性（車両の高さ・幅・長さ・死角等）を理解させる。

○ 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
強風等の悪天候が運転に与える影響、内輪差等トラックの運転に関して生ずる 危険について、危
険予知訓練の手法等を用いて理解させる。
注意喚起手法として社内ルールや指差呼称を体得（社内ルールＤＶＤの活用）させる。
事故発生時等の緊急時における対処方法を理解させる。

〇店所巡回 〇安全衛生委員会

１２

Ⅰ

Ⅱ

繁忙期における事故防止

交差点事故防止

○
○

○
○

業務前の対面点呼による飲酒・過労の有無を確認する。
指差呼称の徹底指導と「声掛け」の実施。

無信号交差点通過手順について指導し実践させる。
左折巻き込み、右折時のサンキュー事故の防止について指導する。

○ 運転者の運転適性に応じた安全運転
適性診断結果に基づき、運転者の運転行動の特性を把握し、運転者のストレス等、心身の状態に配
慮した適切な指導を行う。
適性診断の結果に基づく個々の運転者の運転行動の特性の理解と指導の徹底をする。

〇 冬季一斉点検（運行）

１

Ⅰ

Ⅱ

冬季走行指導

追突事故防止

○
○

○
○

タイヤチェーンの携行、冬用タイヤの装着状況を点検する。
速度、車間距離、制動方法、異常気象時の対処について指導する。

車間距離保持、安全速度、脇見運転の禁止を指導する。
社内ルールの徹底とゆとりを持った運転の励行を指導する。

○ 交通事故に関わる運転者の生理的、心理的要因及びこれらへの対処方法
長時間連続運転等による疲労の生理的要因並びに慣れ、運転技能への過信による集中力の欠如等の
心理的要因が事故を起こすことを理解させる。
管理者の改善基準告示の遵守と運転者を含めた勤務時間及び乗務時間の理解の徹底。
飲酒運転、酒気帯び運転及び薬物等の使用禁止を徹底する。

○ 店所巡回

○ 運転事故多発店所重点指導

〇安全衛生委員会
〇安全祈願

２

Ⅰ

Ⅱ

降雪、凍結道路の運転事故防止

健康管理

○
○

○
○

急加速、急ハンドル、急ブレーキの危険性を指導する。
タイヤチェーン、冬用タイヤの確実な使用と目的地の事前情報の収集。

私生活での自己健康管理を指導し、業務の安全を確保する。
健康診断結果に基づき健康指導を実施する。（早期発見、早期治療の促進）

○ 健康管理の重要性
疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを理解させ定期的な健康診断結果に 基づいて生活
習慣の改善を図るなど適切な健康管理を行うことの重要性を理解させる。
ストレスチェック等に基づき精神面の健康管理の重要性を理解させる。

〇店所巡回 〇安全衛生委員会

３

Ⅰ

Ⅱ

過労運転防止

年度末繁忙期における安全運転指導

○
○

○
○

ドライバー個人の出勤時間・稼働時間を把握し、個別に運行管理を徹底する。
運転中に眠気を感じたときの休憩と、体調不良時は必ず報告するよう指導する。

繁忙期における安全運転と防衛運転について指導する。
「安全ニュース」「安全ハンドブック」を活用した事故防止を指導する。

○ 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
安全性の向上を図るための装置の使用説明と当該装置への過信及び誤った使用方法が交通事故の要
因になる恐れがあることについて事例を用いるなど、適切な運転方法を理解させる。

〇店所巡回 〇安全衛生委員会　　　　　　　　　

 ○ 「実のある対面点呼」の実施

 ○ 指差呼称の徹底

　　年  間  抑　止  重  点　　　

一 般 的 な 指 導 事 項（国 土 交 通 省 告 示）

運 転 事 故 防 止 年 間 重 点 計 画 　(２０２６年度)

　　実　　　　施　　　　重　　　　点 実  施  上  の  着  眼  点  と  配  意  事  項

 ○ 支店構内・お客様構内事故を撲滅


